
１４．養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について 

１．高齢者虐待の防止 

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「高齢者虐待防止法」

という。）は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者に対

する虐待を防止することが極めて重要であること等を鑑みて制定されたもので、養護者及び養介

護施設従事者等による高齢者虐待の定義のほか、高齢者虐待の早期発見、高齢者虐待に係る通報

等について定めています。 

高齢者虐待の防止は、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室が 2022 年３月に定めた「介護

保険施設等運営指導マニュアル」において、高齢者虐待等がある又はその疑いがある場合には運

営指導を中止し直ちに監査へ切り替えて実施することが必要とされていること等からも、当市に

おいても運営指導における重点項目として位置付けています。 

各事業者におかれましては、実施するサービスの形態や性質にとらわれることなく、高齢者虐

待防止法の趣旨に則った適切な運営を心掛けていただくようお願いします。また、日常業務にお

いて虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに市へ相談してください。その際、

虐待かどうかの判断は必要ありません。 

 
２．高齢者虐待防止法で定める「養介護施設従事者等」の範囲（第２条第２項、第５項） 
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・介護医療院 
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・地域密着型サービス事業 
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・介護予防サービス事業 

・地域密着型介護予防サービス

事業 

・介護予防支援事業 

 

３．高齢者虐待の定義・類型 

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待を、養介護施設又は養介護事業

を利用する高齢者に対して行う下記の行為と規定しています。（第２条第５項） 

区分 内容と具体例 

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

（具体例） 

① 暴力的行為 

② 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱暴に

扱う行為 

③ 「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制 など 

 

介護・世話の放

棄・放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護

すべき職務上の義務を著しく怠ること。 
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介護・世話の放

棄・放任 

（具体例） 

① 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化さ

せる行為 

② 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠る又は医学的診断を無視した行為 

③ 必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為 

④ 高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置 など 
 

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心

理的外傷を与える言動を行うこと。 

（具体例） 

① 威圧的な発言、態度 

② 侮辱的な発言、態度 

③ 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度 

④ 高齢者の意識や自立心を低下させる行為 

⑤ 心理的に高齢者を不当に孤立させる行為 など 
 

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる

こと。 

（具体例）本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為また

はその強要 など 
 

経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益

を得ること。 

（具体例）本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理

由なく制限すること など 
 

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を上記のように定義していますが、実際に発生した事例が

高齢者虐待かどうか判別しがたい事例であっても、高齢者の権利が侵害されていたり、生命や健

康、生活が損なわれていたりするような事態が予測される場合には、高齢者虐待防止法の取扱い

に準じて、必要な措置を講じる必要があると考えます。 

日頃から、ケアの内容が高齢者虐待に該当する、又はその恐れがないかセルフチェックを行う

ことが肝要です。 

 

４．高齢者虐待の早期発見、通報等 

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の早期発見や通報等について下記のとおり規定しています。 

（高齢者虐待の早期発見等） 

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者

等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい

立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者

虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等） 

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又

は養介護事業（当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又は

これらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐
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待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見

した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に

通報しなければならない。 

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発

見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。 

 上記のとおり、養介護施設従事者等は 

①自身が従事する養介護施設又は養介護事業（同一法人内の施設・事業を含む）において高齢者

虐待を発見した場合 

②①以外で養介護施設従事者等による高齢者虐待を発見し、その高齢者の生命又は身体に重大な

危険が生じている場合 

においては通報義務が生じます。また、 

③①以外で養介護施設従事者等による高齢者虐待を発見し、その高齢者の生命又は身体に重大な

危険が生じているとまでは言えない場合 

においては通報努力義務が生じます。 

 これらの通報は「刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定により妨げら

れるものではなく（虚偽であるもの及び過失によるものを除く）（第２１条第６項）」、「通報をし

たことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない（第２１条第７項）」こととされてい

ます。 

 ①について、事業所の取るべき初期対応として、利用者の安全確保はもとより、事実確認、対

応策の検討、本人・家族への説明・謝罪、原因分析・再発防止策の検討が必要となります。それ

らの対応を行ったことで通報義務がなくなるわけではありませんが、事業所として、高齢者虐待

の発見から通報までの手順等をあらかじめ定めておくことが必要です。 

また、養護者による高齢者虐待を発見した場合においても通報義務（生命又は身体に重大な危

険が生じている場合）、通報努力義務（その他の場合）が生じます（第７条）。一宮市の養介護施

設従事者等による高齢者虐待の通報窓口は事業所・施設の所管課で、養護者による高齢者虐待の

通報窓口は高年福祉課及び各地域包括支援センターです（66 ページ参照）。 

養介護施設従事者等がこれらの通報義務を怠った場合、監査の結果、組織的な人格尊重義務違

反とみなされ、行政処分の対象となる場合があります。 

 

５．養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置 

高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等について下記のとおり

規定しています。 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置） 

第二十条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養

介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受

ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者

虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。 

 養介護施設従事者等による高齢者虐待を防止するための取り組みとして、 

①研修の実施・充実（研修は、従業者の勤務形態（常勤・非常勤、日勤・夜勤）や経験年数等の

別にとらわれることなく、事業所全体で実施されるよう配慮が必要です。また、内部研修のみ

ならず、外部研修の機会も積極的に活用してください。） 

 

42



②実施されているサービス内容が高齢者虐待に該当する、又はその恐れがないか自ら振り返るた

めのチェックシートの作成・活用 

③高齢者虐待の定義や発見から通報までの手順等を定めたマニュアルの作成 

④業務管理体制の充実（内部通報体制の周知、各種法令の遵守状況の確認等） 

⑤苦情相談窓口の整備及び周知 

⑥第三者の目を交えた開かれた組織運営（家族会、第三者評価、運営推進会議（地域密着型サー

ビス）、ボランティアの受け入れ、地域住民との交流、市の派遣する介護相談員の受け入れ等） 

⑦従業者の業務負担、ストレスの把握及び解消 

⑧利用者のアセスメントの充実（特に認知症の症状や認知症ケアについての正確な理解）等が想

定されます。これらの取り組みは各事業所の規模や特色等を鑑み、実態に合った形で行われる

ことが望ましく、管理者や法令遵守責任者等が中心的役割を果たすことが求められます。また、

その際は高齢者虐待を決して当該従業者個人の問題と限定せず、その背景にある組織的な課題

や不適切なケアの解消に向けて、法人、事業所の問題としての認識を持つことが不可欠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．養介護施設従事者等による高齢者虐待に対する市町村・都道府県の行う権限行使 

高齢者虐待防止法では、市町村等が養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を受けた場

合の措置として次のとおり規定しています。 

 

虐待の未然防止、早期発見、発見後の迅速かつ適切な対応、再発防止の観点から介護保険の指定

を受ける全てのサービス事業者は、虐待の防止又は再発の防止のための措置を講ずるとともにそれ

に関する事項を運営規程に定めることが 2024 年 4 月 1 日より義務化されました（居宅療養管理

指導は 2027 年 3 月 31 日までは努力義務）。 

なお、講じなければならない措置の具体的な内容は以下のとおりであり、いずれか１つでも講じ

ていない場合、一部サービスを除き高齢者虐待防止措置未実施減算に該当します。減算に該当する

事実が生じた場合、速やかに改善計画を市長に提出し、事実発生月から３月後に改善状況を報告す

ることとなり、事実発生月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について

所定単位数が減算されます。 

《措置の具体的な内容》（運営基準（省令）） 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催（定期的な開催、構成メンバーの責務及び役

割分担の明確化、必要事項の検討、結果（事業所の体制・再発防止策等）の従業者への周知（周

知内容は個別の状況に応じて配慮すること）） 

・虐待の防止のための指針の整備（例示項目の規定） 

・虐待の防止のための従業者に対する研修（年１回以上（※）の実施、新規採用時の実施、研修

内容の記録） 

・虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置（専任の担当者で委員会の責任

者と同一の従業者が望ましい） 

※（地域密着型）特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院については年 2

回以上。 

重要 

43



 

高齢者虐待防止法による任意調査の他に、市町村・都道府県が行使する老人福祉法又は介護保

険法の規定による権限には、運営指導や監査による「文書の提出等」、「報告徴収・立入検査」、「勧

告・公表・改善命令」、「指定取消・指定の効力停止」等があります。 

継続的な事業運営や社会的信頼の確保を図る上でも日頃から法人、事業所として高齢者虐待の

防止に取り組むことが重要です。 

 

７．高齢者への虐待発見チェックリスト【参考】 

虐待が疑われる場合の高齢者の発する『サイン』として、以下のものがあります。複数のもの

にあてはまると、疑いの度合いはより濃くなってきます。これらは例示ですので、このほかにも

様々な『サイン』があることを認識しておく必要があります。 

 

《身体的暴力による虐待サイン》 

・身体に小さなキズが頻繁にみられる 

・特定の職員を怖がる 

・身体に縛られた跡や拘束された形跡がある 

 

《心理的障害を与える虐待のサイン》 

・不規則な睡眠（悪夢、眠ることへの恐怖、過度の睡眠等）を訴える 

・身体を委縮させる 

・自傷行為がみられる 

 

《性的暴力による虐待のサイン》 

・生殖器の痛み、かゆみを訴える 

・ひと目を避けるようになり、多くの時間を一人で過ごすことが増える 

・性病にかかっている 

 

《経済的虐待のサイン》 

・年金や財産収入等があることは明白なのにもかかわらず、お金がないと訴える 

・お金があるのにサービスの利用料や生活費の支払いができない 

・預貯金が知らないうちに引き出された、通帳がとられたと訴える 

 

《介護等日常生活上の世話の放棄、拒否、怠慢による虐待（自己放任含む）のサイン》 

・居住部屋、住居が極めて非衛生的になっている、また異臭を放っている 

・汚れたままの下着を身につけるようになる 

・不自然に空腹を訴える場面が増えてきている 

（通報等を受けた場合の措置） 

第二十四条 市町村が第二十一条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の規定

による届出を受け、又は都道府県が第二十二条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長又

は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報

又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護

を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。 
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